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手封入用の圧着糊付窓開き封筒見本 

 

【表面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島中央局 

料金後納 

郵 便 

狩猟免許更新時期のお知らせ 

（宛名はラベルにより貼り付け） 

▲▲▲（番号） 

〒●●●－●●●● 

（住所） 

（氏名）              様 



【裏面】 

 

 

 

 

 

○お問い合わせ先・申請書提出先 

事務所名 住所 電話番号 管轄の市町 

西部農林水産事務所 

林務第一課自然保護係 

〒730-0011 

広島市中区基町

10-52 

 

082(228)2111 

内線 

5453～5454 

広島市、大竹市、廿日市市、呉

市、東広島市、竹原市、安芸高

田市、江田島市、府中町、海田

町、坂町、熊野町、北広島町、

安芸太田町、大崎上島町 

東部農林水産事務所 

林務課自然保護係 

〒720-8511 

福 山 市 三 吉 町

1-1-1 

084(921)1683 
福山市、府中市、尾道市、三原

市、神石高原町、世羅町 

北部農林水産事務所 

林務第一課自然保護係 

〒727-0011 

庄 原 市 東 本 町

1-4-1 

0824(72)2056 三次市、庄原市 

 ○住所不明の場合の返送先 

事務所名 住所 電話番号 

広島県環境県民局自然環境課 〒730-8511 広島市中区基町 10-52 082-513-2933 
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手封入用の圧着糊付封筒用紙規格 

 

項目 規格 

用紙サイズ 角型２号（240mm×332mm） 

横ミシン なし 

縦ミシン なし 

紙質 クラフト 

刷り方 表面，裏面 

印刷色 黒 
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あなたの有する狩猟免許は、令和８年９月１４日で有効期間を満了し失効します。 

狩猟免許の有効期間の更新を希望する場合は、狩猟免許更新に係る適性検査を受検する必要があり

ます。 

更新されない場合は、申請書等の提出は必要ありませんが、失効した狩猟免状を以下に記載の返納

先に返納してください。 

 

○更新を希望する方へ 

この手引きには、狩猟免許更新申請手続きに必要な事項が記載されていますので、間違いや不足が

ないように申請手続きを行ってください。 

同封の納付書で事前に金融機関で手数料を納付し、希望する日程の適性検査を開催する農林水産事

務所に、申請書類等を提出してください。詳しくは「２ 更新申請手続き」をご覧ください。 

 なお、複数の狩猟免許をお持ちの方で、有効期間が異なる狩猟免許をお持ちの方については、令和

８年度に有効期間が満了する狩猟免許と同時に、有効期間満了前の狩猟免許も更新することができま

す。その場合、別の申請書等が新たに必要となりますので、各農林水産事務所までお問い合わせくだ

さい。 

その他、ご不明な点につきましては、お住まいの市町を管轄する各農林水産事務所までお問い合わ

せください。 

 

 

 

なお、更新申請書等は、適性検査の開催事務所に提出してください。 

（例：広島市にお住まいの方が三次庁舎で適性検査を受ける場合、申請書は北部農林水産事務所に

提出していただくことになりますので、ご注意ください。） 

 

 

 

事務所名 所在地 電話番号 管轄の市町 

西部農林水産事務所 

林務第一課自然保護係 

〒730-0011 

広島市中区基町 10-

52 

082(228)2111 

内線 5453～5454 

広島市、大竹市、廿日市市、呉市、

東広島市、竹原市、安芸高田市、

江田島市、府中町、海田町、坂町、

熊野町、北広島町、安芸太田町、

大崎上島町 

東部農林水産事務所 

林務課自然保護係 

〒720-8511 

福山市三吉町 1-1-1 
084(921)1683 

福山市、府中市、尾道市、三原市、

神石高原町、世羅町 

北部農林水産事務所 

林務第一課自然保護係 

〒727-0011 

庄原市東本町 1-4-1 
0824(72)2056 三次市、庄原市 

狩猟免許更新申請の手引き 

お問い合わせ先・申請書等の提出先・失効した狩猟免状の返納先 



 

１ 狩猟免許更新に係る適性検査及び講習会について 

（１）開催日及び会場 

 

事務所 開催日 会場（所在地） 
定

員 

受付締切日 

※必着 

東部 6/25（木） 神石高原町三和協働センター大集会室（神石郡神石高原町小畠 2023） 70 6/15（月） 

北部 6/25（木） 広島県庄原庁舎第 3 庁舎３階 301 会議室（庄原市東本町 4-1） 100 6/15（月） 

西部 6/30（火） 廿日市市役所本庁舎７階大会議室（廿日市市下平良１丁目 11-1） 100 6/19（金） 

西部 7/1（水） 安芸高田市民文化センタークリスタルアージョ小ホール（安芸高田市吉田町吉田 761） 60 6/19（金） 

北部 7/2（火） 広島県三次庁舎第３庁舎第 601 号室（三次市十日市東四丁目 6-1） 100 6/22（月） 

東部 7/3（金） 広島県福山庁舎第１庁舎 141 会議室（福山市三吉町 1-1-1） 120 6/23（火） 

東部 7/7（火） 三原市中央公民館１階大講堂（三原市円一町二丁目 3-11） 80 6/26（金） 

西部 7/7（火） 安佐北区総合福祉センター６階大会議室（広島市安佐北区可部 3-19-22） 100 6/26（金） 

西部 7/8（水） 安佐北区総合福祉センター６階大会議室（広島市安佐北区可部 3-19-22） 50 6/26（金） 

東部 7/10（金） 広島県尾道庁舎５階大会議室（尾道市古浜町 26-12） 80 6/30（火） 

東部 7/14(水） 広島県福山庁舎第１庁舎 141 会議室（福山市三吉町 1-1-1） 60 7/3（金） 

西部 7/15（水） 広島県立総合体育館大会議室（広島市中区基町 4-1） 160 7/3（金） 

西部 7/21（火） 呉市総合体育館ミーティングルーム（呉市広大新開１丁目７－１） 160 7/10（金） 

東部 7/23（木） 世羅町甲山農村環境開発センター多目的ホール（世羅郡世羅町西上原 123-1） 120 7/13（月） 

北部 7/24（金） 広島県庄原庁舎第３庁舎３階 301 会議室（庄原市東本町 4-1） 100 7/14（火） 

東部 7/28（火） 広島県福山庁舎第１庁舎 141 会議室（福山市三吉町 1-1-1） 60 7/17（金） 

西部 7/28（火） 広島県農業技術センター講堂（東広島市八本松町原 6869） 120 7/17（金） 

西部 7/29（水） 広島県農業技術センター講堂（東広島市八本松町原 6869） 60 7/17（金） 

北部 7/31（金） 広島県三次庁舎第３庁舎第 601 会議室（三次市十日市東四丁目 6-1） 100 7/21（火） 

西部 8/4（火） 北広島町まちづくりセンター（山県郡北広島町有田 1234） 80 7/24（金） 

西部 8/25（火） 広島県立総合体育館大会議室（広島市中区基町 4-1） 80 8/14（金） 

 

※駐車可能台数が少ない、または、駐車料金が有料となる場合がありますので、ご了承ください。 

※受付締切日に遅れそうな場合は、各農林水産事務所までご連絡ください。 

 ※当日の受付時間は、受検者によって異なりますので、申請後に届く案内通知をよく読んで、必ず決められた 

 時間にお越しください。 

 

 

（２）講習会の内容 

適性検査（視力、聴力、運動能力）30 分程度、講習（狩猟に関する注意喚起）30 分程度を予定して

います。法令、猟具の取扱い、鳥獣判別、鳥獣の保護管理等に関する講習については、資料を配布し

ますので、ご自宅で必ずよく読んで、学習してください。 

 

 

開催日時及び会場は、調整中のため、

今後変更する可能性があります。 



 

２ 更新申請手続き 

（１）提出書類 

注意事項を確認して、提出書類を準備してください。 

提出前には、☑欄を活用し、すべての書類がそろっていることを確認し、 黄色の封筒で提出してく

ださい。 

※この案内には、２種類の封筒（申請用：黄色、返信用：水色）を入れていますので、使用方

法を間違えないようご注意ください。 

※電子申請された方は、紙での申請は不要です。 

【留意事項】 

○複数の種類の免許を同時に更新される方は、②～⑥の書類は 1部ずつの提出で結構です。 

 

○免許の種類に関係なく、医師の診断書が必要ですが、猟銃・空気銃所持許可証の写しを提出する方は、

医師の診断書は不要です。 

 

○手数料納付後に返却される払込証明書（納付書右側部分）を必ず申請書に貼付して提出してください。

払込証明書が貼付されていない場合は、申請を受け付けることができません。また、払込証明書には、

申請者の住所・氏名を必ず記載してください。 

 

○狩猟免許更新申請書を記入する際は、有効期間が満了する狩猟免状をお手元に準備し、免許番号等誤

りがないように記入してください。 

 

○認定鳥獣捕獲等事業の従事者に該当する方については、狩猟について必要な適性の確認をした旨の書

面を事業者からまとめて県に提出します。そのため、狩猟について必要な適性の確認をした旨の書面は

提出不要です。 

☑欄 提出書類 提出部数 注意事項 

 

① 狩猟免許更新申請書 
狩猟免許の種類ごとに 

１部 

必要事項を記載・押印し、金融機関で手数

料を納付し、申請書裏面に払込証明書を

貼付けてください。払込証明書には住所・

氏名を記載してください。 

 
②-1 医師の診断書 免許の種類に関わら

ず、どちらか１部 

(網・わな猟の場合も必要) 

原本を添付してください。 

 ②-2 猟銃・空気銃所持許

可証の写し 

許可証番号、交付年月日、住所、氏名等が

記載されたページの写しを提出してくだ

さい。 

 

③ 写真 １部 

６ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分

身、無背景のもので、縦３.０cm、 

横２.４cm の大きさのもの 

 
④ 受験・受講票 １部 

③の写真を貼付して、受講する免許の種

類に○をしてください。 

 
⑤ アンケート用紙 １部 

アンケートにご協力ください（裏面も忘

れずに記載してください）。 

 
⑥ 返信用封筒（水色） １部 

表面に申請者の郵便番号・住所、氏名を記

入し、１１０円切手を貼付けてください。 
 

 

 

 

 

 

 



 

（２）提出先 

更新を受けようとする場所を管轄する農林水産事務所林務（第一）課自然保護係 
提出の際は、同封の申請用封筒（黄色）を使用し、受検を希望する適性検査の開催事務所名を記

載した上で投函してください。 

 
（３）締め切り 

締切日の日付の消印まで有効です。ただし、会場ごとの定員を超過した場合は日程の変更をお願

いする場合があります。 
 

（４）手数料 

更新する免許の種類ごとに２，９００円 
※手数料は、事前に専用の納付書により銀行等で払い込み、払込証明書を各申請書裏面に貼付し

てください。ゆうちょ銀行はご利用できません。申請書を受理した後は、申請書や手数料などは

返還しません。 
※電子申請で納付された方は、専用の納付書を使っての払い込みは必要ありません。 

 
３ 受講票等の発送について 

各適性検査の締切日以降、順次通知（適性検査当日のご案内）を発送いたします。（発送は、適性検査当

日の概ね１週間前となります）。日程が希望に沿えない場合は、管轄の農林水産事務所から電話等でご連

絡します。 

 

４ 狩猟免状について 

関係法令により、狩猟免許の更新をした際は現在お持ちの狩猟免状と引き換えに新しい狩猟免状を交付

することが定められています。新しい狩猟免状は、更新年の９月 15 日付けで交付します。 

お持ちの更新をする狩猟免状（原本）は適性検査当日に回収しますので、忘れず持参してください。狩

猟免状を紛失した方は再交付の手続きが必要ですので、あらかじめ管轄の農林水産事務所林務（第一）課

に連絡してください。                                                                                                                             

狩猟免状（原本）の引き換えができない場合、新しい狩猟免状を交付することはできません。適性検査

当日に持参できなかった場合は、有効期間が満了するまでに管轄の農林水産事務所に必ず提出してくださ

い。狩猟免状を紛失している場合は再交付手続きを行ってください。 

なお、有害鳥獣捕獲許可申請や銃所持許可更新申請等により狩猟免状を使用する予定がある方は、写し

をとっておくか、必要な旨を適性検査当日申し出てください。 
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狩猟免許更新申請の手引きの規格 

 

品  名 狩猟免許更新申請の手引き 

数  量  2,600 枚 

印刷方法 ファックス印刷 

仕上がり寸法 Ａ３版を２つ折り 

紙  質 上質紙 

紙  厚 35Ｋ 

刷 り 方 両面刷 

印 刷 色 黒 

仕上げ様式 2,600 枚 

製  本 無 

校  正  要（１回） 

そ の 他 特になし 

 

 

 

P2 P1 P3 P4 

山折り 



電子申請のメリット

申請の流れについては、ウラ面をご確認ください。

狩猟免許とは?

令和８年度から

電子申請

スマートフォンでも
申請が可能で、
即日で完了します。

行政窓口に書類を
取りに行く必要が
ありません。

封筒や切手が
必要ありません。

クレジットカードや
電子マネーで
手数料を支払えます。

(紙による申請の場合、数日かかります)

従来の書面による申請に加えて、「広島県電子申請システム」
による申請が可能となります。狩猟免許の更新をお考えの方は、
ぜひ電子申請をご利用ください。

広 島 県 か ら の お 知 ら せ で す

イノシシやシカなどの野生鳥獣を「狩猟による捕獲」や「有害鳥獣などを許可を受けて
捕獲」する場合に、原則として必要な免許です。
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電子申請 紙申請

申請手続きの流れ

※申請方法の詳細については、今後県ホームページ等にて掲載予定です。

お問い
合わせ

広島県自然環境課 野生生物グループ TEL 082-513-2933

【広島県電子申請システム】【広島県狩猟免許ホームページ】

郵 送 郵 送

メールで送付 講習１週間前に発送

広島県
電子申請システム

・顔写真、診断書の
画像データなどを添付
・クレジットカード等により
手数料支払い

申請書類を
県へ提出

・返信用封筒と
切手を同封
・銀行窓口などで
手数料支払い

申請
・医師の診断書を取得
・顔写真の撮影
・手数料の納付

更新講習案内

広島県から
免許更新対象者
への更新案内

管轄の市町電話番号住所事務所名

広島市、大竹市、廿日市市、呉市、
東広島市、竹原市、安芸高田市、
江田島市、府中町、海田町、坂町、
熊野町、北広島町、安芸太田町、
大崎上島町

082(228)2111〒730-0011
広島市中区基町10-52

西部農林水産事務所
林務第一課自然保護係

福山市、尾道市、三原市、府中市、
世羅町、神石高原町、

084(921)1683〒720-8511
福山市三吉町1-1-1

東部農林水産事務所
林務課自然保護係

三次市、庄原市0824(72)2056〒727-0011
庄原市東本町1-4-1

北部農林水産事務所
林務第一課自然保護係
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狩猟免許更新電子申請開始のチラシの規格 

 

品  名 狩猟免許更新電子申請開始のチラシ 

数  量  2,600 枚 

印刷方法 平版 

仕上がり寸法 Ａ４版 

紙  質 コート紙 

紙  厚 57.5Ｋ 

刷 り 方 両面刷 

印 刷 色 カラー 

仕上げ様式 2,600 枚 

製  本 無  

校  正  要（１回） 

そ の 他 特になし 

 



様式第５号（第４条関係）              

 

 
 

受 講 希 望 年 月 日 受 講 希 望 会 場 

整 理 番 号       
令和８年７月３日  （ 福山 ）会場 

狩猟免許更新申請書 
   広島県知事  様 

令和８年６月 5 日 

住   所 

（〒 730-8511    ） 

 

広島市中区基町10-52 

 
             （自宅電話番号 082-513-2933       ） 

             （携帯電話番号 090-1234-5678      ） 

ふ り が な ひろしま    いちろう 

氏   名 広 島    一 郎           
  

生 年 月 日 昭和 ○○年 ○月 ○ 日   

 次のとおり狩猟免許の更新を受けたいので、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関

する法律第５１条第１項の規定により申請します。 
 

（１）更新を受けようとする狩猟免許及び第１種銃猟免許又は第２種銃猟免許の猟具の所持

許可（免許の種類欄の□にレ印を付す。） 

□網猟免許 □わな猟免許 

☑第１種銃猟免許 □第２種銃猟免許 

 
狩猟免状の番号 
 
第  ○○○○○ 号 

 
交付年月日 
 
令和 ５年 ９月 15 日 

 
交付した都道府県知事 
 

広島県 知事 

猟銃・空気銃所持許可証番号 
 
第  ○○○○○○○○○○○    号 

猟銃・空気銃所持許可証の交付年月日 
 

令和 ○ 年 ○月 ○ 日 

適性試験の結果 
※適性試験の免除 

視力 聴力 運動能力 
    

 

黄色の欄を記入してください。太枠部分は記入しないこと。 

必ず希望年月日及び希望会場を記入してください。 

希望の会場の定員を超過した場合は、日程の変更をお願いする場

合があります。 

差支えなければ携帯電話番号を記載してください（書類に不

備があった場合等、連絡させていただくことがあります）。 

 

申請書提出日を記入してください。 

現在有効の狩猟免状が交付された年月日を記

入してください。原交付年月日、有効期間では

ありません。 

猟銃の所持許可をお持ち場合は、所持許可証（顔写真のペー

ジ）の番号及び交付年月日を記入してください。 

 
記入例 

記入不要 

記入不要 

資料19 

押印は不要になりました！ 



（払込証明書貼付欄）      
 
 
 
 

 

 

 

 

 

手数料名

所属コード 消込区分 歳入科目 手数料額 申請書提出先

－ 618 6357 2,900円 

１　申請窓口
　　へ提出

２　収納窓口
　　で受取

No.142　狩猟免許の更新申請手数料

2 0 1 8 6 3 5 7 0 1 0 2 3

（２）今年度、別の種類の免許を同時に更新、または新規取得を申請している場合は、その

狩猟免許の種類（免許の種類欄の□にレ印を付す。） 

免許の種類 □網猟免許・☑わな猟免許・□第１種銃猟免許・□第２種銃猟免許 

（３）認定鳥獣捕獲等事業の従事者の場合において、狩猟について必要な適性を有すること

の確認。（確認がなされている場合は、適性の確認欄の□にレ印を付すること。） 

適性の確認 □ 

（４）個人情報の取り扱いについて 
  申請者の個人情報は、狩猟にかかる行政事務の手続き等を効率化し、狩猟者情報として

蓄積するため、国が提供する情報システムにて一元管理します。狩猟にかかる行政事務以

外の目的で申請者の個人情報を使用することはありません。 

  また、有害鳥獣捕獲等に係る市町村での行政事務のために市町村に申請者の個人情報を

提供することがあります。 

記載上の注意事項 
１ 文字は楷書で明瞭に記載すること。 ２ 太枠欄には、申請者は記載しないこと。 

 

 

（手数料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （注）用紙の大きさは、日本産業規格A４版とすること。 

 

払込証明書には、必ず住所・氏名を記入し、はがれ

ないように貼ってください。 

２種類以上の免許を同時に更新する場合と、今年別の種類の免許の取得試験を受ける場合、チェックしてください。 

（例：わな猟と第一種銃猟を同時に更新される場合、わな猟の申請書では第一種銃猟をチェックし、第一種銃猟の

申請書ではわな猟をチェックしてください。） 

該当する方以外は、チェックしないでください。 
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狩猟免許更新申請書記入例の規格 

 

品  名 狩猟免許更新申請書記入例 

数  量  2,600 枚 

印刷方法 平版 

仕上がり寸法 Ａ４版 

紙  質 コート紙 

紙  厚 57.5Ｋ 

刷 り 方 両面刷 

印 刷 色 カラー 

仕上げ様式 2,600 枚 

製  本 無  

校  正  無 

そ の 他 特になし 

 



様式第５号（第４条関係）              

（表面） 
 

 
受 講 希 望 年 月 日 受 講 希 望 会 場 

整 理 番 号         年  月  日 （        ）会場 

狩猟免許更新申請書 
   広島県知事  様 

  年  月  日 

住   所 

（〒         ） 
 
 
 
             （自宅電話番号              ） 
             （携帯電話番号              ） 

ふ り が な      

氏   名                                      

生 年 月 日 年   月   日   

 次のとおり狩猟免許の更新を受けたいので、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第５

１条第１項の規定により申請します。 
 

（１）更新を受けようとする狩猟免許及び第１種銃猟免許又は第２種銃猟免許の猟具の所持許可（免許の

種類欄の□にレ印を付す。） 

□網猟免許 □わな猟免許 

□第１種銃猟免許 □第２種銃猟免許 

 
狩猟免状の番号 
 
 
第         号 

 
交付年月日 
 
 

  年  月  日 

 
交付した都道府県知事 
 
 

知事 

猟銃・空気銃所持許可証番号 
 
第              号 

猟銃・空気銃所持許可証の交付年月日 
 

   年   月   日 

適性試験の結果 
※適性試験の免除 

視力 聴力 運動能力 
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（払込証明書貼付欄）    
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

枠内に横向きに貼ってください。 

（裏面） 

 

 

（手数料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）今年度、別の種類の免許を同時に更新、又は新規取得を申請している場合は、その狩猟免許の種類

（免許の種類欄の□にレ印を付す。） 

免許の種類 □網猟免許・□わな猟免許・□第１種銃猟免許・□第２種銃猟免許 

（３）認定鳥獣捕獲等事業の従事者の場合において、狩猟について必要な適性を有することの確認。（確認

がなされている場合は、適性の確認欄の□にレ印を付すること。） 

適性の確認 □ 

（４）個人情報の取扱いについて 

  申請者の個人情報は、狩猟にかかる行政事務の手続き等を効率化し、狩猟者情報として蓄積するため、

国が提供する情報システムにて一元管理します。狩猟にかかる行政事務以外の目的で申請者の個人情報

を使用することはありません。 

  また、有害鳥獣捕獲等に係る市町村での行政事務のために市町村に申請者の個人情報を提供することが

あります。 

記載上の注意事項 
１ 文字は楷書で明瞭に記載すること。 ２ 太枠欄には、申請者は記載しないこと。 

 

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

 

手数料名

所属コード 消込区分 歳入科目 手数料額 申請書提出先

－ 618 6357 2,900円 

１　申請窓口
　　へ提出

２　収納窓口
　　で受取

No.142　狩猟免許の更新申請手数料

2 0 1 8 6 3 5 7 0 1 0 2 3
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狩猟免許更新申請書の規格 

 

品  名 狩猟免許更新申請書 

数  量  2,600 枚 

印刷方法 ファックス印刷 

仕上がり寸法 Ａ４版 

紙  質 上質紙 

紙  厚 35Ｋ 

刷 り 方 両面刷 

印 刷 色 黒 

仕上げ様式 2,600 枚 

製  本 無 

校  正  要（１回） 

そ の 他 リサイクル適正を印刷物に表示しない。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

１ あなたの年齢は？    （       歳 ）   

 

２ 狩猟歴は何年くらいですか？  （       年 ） 

 

３ 所持している狩猟免許の種類はどれですか？ 次の中から該当する番号に○をつけてください。 

 ① 網猟免許   ② わな猟免許   ③ 第一種銃猟免許   ④ 第二種銃猟免許  

 

４ 現在、猟期中に最も力を入れて捕獲している動物は何ですか？ 次の中から１つだけ選んで、 

番号に○をつけてください。 

 ① シカ   ② イノシシ   ③ その他獣類   ④ カワウ   ⑤ その他鳥類  

 

５ 狩猟者登録はどの頻度で行っていますか？ 次の中から１つだけ選んで、番号に○をつけてくだ 

さい。 

 ① 毎年   ② ２年に１回   ③ ３年に１回   ④ ほとんど登録していない  

 

６ ５の質問で「④」と回答した方にお聞きします。狩猟者登録をしていない理由は何ですか。次の 

中から、１つだけ選んで番号に○をつけてください。 

 ① 狩猟に費やす時間がない    ② 費用が掛かる   

③ その他  ※記載できる範囲で構いませんので、詳しく記載してください。 

 

 

７ 現在、有害鳥獣捕獲の活動に従事されていますか？ 該当する番号に○をつけてください。 

  ① はい    ② いいえ    

 

８ 今後何年くらい狩猟を続けたいと考えていますか？    （       年くらい） 

裏面に続きます 

令 和 ８ 年 度 狩 猟 免 許 更 新 講 習 受 講 者 ア ン ケ ー ト 調 査 

広島県 

※今後の狩猟行政に反映させるため、アンケートへのご協力をお願いします。 
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９ これまで狩猟を続けてきた理由は何ですか？ 次の中から、あなたの考えに最も近い順に該当する

ものを３つ選び、“１、２、３”の番号を〔   〕に記載してください。 

 〔   〕 野生鳥獣による農林水産業への被害を減らすため  

 〔   〕 自然や生態系を守るため  

 〔   〕 狩猟がおもしろいから 

 〔   〕 狩猟仲間との交流を楽しむため 

 〔   〕 銃又はわな等の猟具が好きだから 

 〔   〕 健康のため 

 〔   〕 自然と触れ合うため 

 〔   〕 捕獲した獲物を活用してアクセサリー等を作っているから（毛皮や骨等） 

 〔   〕 捕獲した獲物を食べるため 

 

10 狩猟に関する、あなたの普段の行動や考えに最も近いものに○をつけてください。 

項  目 はい 
どちらとも 
言えない 

(わからない) 
いいえ 

有害鳥獣捕獲に積極的に協力している    

出猟カレンダーや捕獲報告等により、鳥獣の生息状況調

査に積極的に協力している 
   

地域の猟友会に入っている    

住んでいる地域の野生鳥獣による被害は深刻である    

捕獲技術の向上に熱心である    

捕獲した獲物を食べることは重要である    

捕獲した獲物の肉や毛皮等をお金にすることは重要で

ある 
   

利用する猟場は住んでいる市町や隣接する地域である    

利用する猟場は大体決まっている    

多少遠くても、獲物がいれば出猟することがある    

狩猟仲間がいるので、出猟しやすい    

今年度の猟期も出猟する予定である    

 

11 その他（狩猟に関する意見があれば、ご自由に記載してください） 

 

 

ご協力ありがとうございました 
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アンケート用紙の規格 

 

品  名 アンケート用紙 

数  量  2,600 枚 

印刷方法 ファックス印刷 

仕上がり寸法 Ａ４版 

紙  質 上質紙 

紙  厚 35Ｋ 

刷 り 方 両面刷 

印 刷 色 黒 

仕上げ様式 2,600 枚 

製  本 無 

校  正  要（１回） 

そ の 他 特になし 
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返信用封筒（圧着糊付）見本 

 

【表面】 

                                                                  

                                様 

110 円切手

を貼ってく

ださい。 

       

（申請者住所） 

（申請者氏名） 

狩猟免許更新 

案内書類 在中 

（差出人） 

□ 〒730-0011 広島市中区基町 10-52 西部農林水産事務所 林務第一課自然保護係 

□ 〒720-8511 福山市三吉町 1-1-1  東部農林水産事務所 林務課自然保護係 

□ 〒727-0011 庄原市東本町 1-4-1  北部農林水産事務所 林務第一課自然保護係 

返信用 

                                                                  

                                 

【裏面】 

印刷しない 
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返信用の圧着糊付封筒用紙規格 

 

項目 規格 

用紙サイズ 長形３号（120mm×235mm） 

横ミシン なし 

縦ミシン なし 

紙質 上質（水色） 

刷り方 表面のみ 

印刷色 黒 
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申請用封筒（圧着糊付）見本 

 

【表面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【裏面】 

                                                            

                                 

重さを確認し

切手を貼って

ください。 

       

狩猟免許更新 

申請書類 在中 

申請用 

（差出人）申請者の住所 

 

     申請者の氏名 

（事務所所在地） 

 

 

 

（事務所名） 

    【  】部農林水産事務所林務（第一）課自然保護係 行 

 

      

 

提出書類はすべてそろいましたか？ 封をする前に確認しましょう！ 

 ☑欄 提出書類 提出部数 

  ① 狩猟免許更新申請書 狩猟免許の種類ごとに１部 

 ② -1 医師の診断書 免許の種類に関わらず、どちらか１部必要 

（網・わな猟の場合も必要） ② -2 猟銃・空気銃所持許可証の写し 

 ③ 写真 １部（④に貼付） 

 ④ 受験・受講票 １部 

 ⑤ アンケート用紙 １部 

 ⑥ 返信用封筒 
１部 ※（申請者住所）及び（申請者氏名）に 

ご自分の住所及び氏名を記載してください。 
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申請用の圧着糊付封筒用紙規格 

 

項目 規格 

用紙サイズ 長形３号（120mm×235mm） 

横ミシン なし 

縦ミシン なし 

紙質 上質（黄色） 

刷り方 表面、裏面 

印刷色 黒 

 

 


